
プール学院大学短期大学部学則

（平成２４年４月１日改正施行）



プール学院大学短期大学部学則

第１章 総則

（目的）

第１条 プール学院大学短期大学部（以下「本学」という ）はキリスト教精神に基づき，一。

般教育ならびに専門の学術に関する理論と，その応用能力を深め，かつ適切な職業教育を施

すことを目的とする。本学は秘書科及び幼児教育保育学科からなる。

２ 秘書科は，秘書的素養を涵養し，それに関わる教育と研究を通じて，社会の多様な要請に

対応できる秘書をはじめとした人材を育てることを目的とする。

３ 幼児教育保育学科は，乳幼児の養護，教育および子育ての諸課題の教育と研究を通じて，

それらに柔軟に対応できる専門性と実践能力を有する人材を育てることを目的とする。

（教育内容等の改善）

第１条の２ 本学は，授業内容及び方法の改善を図るための組織を設け，研修及び研究を実施

する。

２ 前項の組織については，別に定める。

（自己評価等）

， ， ，第２条 本学は その教育研究水準の向上を図り 前条の目的及び社会的使命を達成するため

本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い，その結果を公表する

ものとする。

２ 第１項の点検及び評価の結果について，本学職員以外の者による検証を行うものとする。

３ 第１項の点検及び評価の項目並びにその実施体制については，別に定める。

第２章 学科，学生定員及び修業年限

（学科及び学生定員）

第３条 本学において設置する学科及びその学生定員は次のとおりとする。

学 科 秘 書 科 幼児教育保育学科

入学定員 １２０名 ７０名

収容定員 ２４０名 １４０名

（修業年限及び在学年限）

第４条 本学の修業年限は２年とする。

２ 学生は４年を超えて在学することはできない。

３ 前項の規定にかかわらず，２年を超える一定期間にわたって授業科目を履修することを意

図して入学する長期履修学生については，４年を超えて在学することができる。

４ 長期履修学生について必要な事項は，別に定める。

第３章 学年，学期及び休業日

（学年）

第５条 学年は４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。

（学期）

第６条 学年を２学期に分け，第１学期及び第２学期とする。

（休業日）

第７条 休業日は次のとおりとする。

日曜日

国民の祝日に関する法律（昭和 年法律第 号）に規定する休日23 178
本学院創立記念日 ６月２日

春季休業日 ３月１１日から３月３１日まで



夏季休業日 ８月１日から第１学期終了日まで

冬季休業日 １２月２１日から１月１０日まで

２ 必要がある場合，学長は前項の休業日を臨時に変更することができる。

３ 第１項に定めるもののほか，学長は臨時の休業日を定めることができる。

第４章 入学，退学及び休学

（入学の時期）

第８条 入学の時期は学年の始めとする。

（入学資格）

第９条 本学に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する女子に限る。

( ) 高等学校を卒業した者1
( ) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者2
( ) 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科3
学大臣の指定した者

( ) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の4
当該課程を修了した者

( ) 文部科学大臣の指定した者5
( ) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校卒業6
程度認定試験に合格した者。ただし，廃止前の大学入学資格検定規定（昭和２６年文部

省令第１３号）により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者を含む。

( ) その他本学において，相当の年齢に達し，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ7
ると認めた者。

（入学の出願）

第１０条 本学に入学を志願する者は，本学所定の書類に入学検定料を添えて提出しなければ

ならない。提出の時期，方法，提出すべき書類等については別に定める。

（入学者の選考）

第１１条 前条の入学志願者については，別に定めるところにより選考を行う。

（入学手続き及び入学許可）

第１２条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は所定の期日までに，誓約書その

他本学所定の書類を提出するとともに，所定の入学金を納付しなければならない。

２ 学長は，前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

（再入学，転入学）

第１３条 本学に再入学又は転入学を志願する者があるときは，欠員のある場合に限り，選考

の上，相当年次に入学を許可することができる。

２ 前項の規定により入学を許可された者の，既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並び

に在学すべき年数については，教授会の議を経て学長が決定する。

（転学科）

第１３条の２ 本学に在学する者で，転学科を志願する者があるときは，選考の上学期の始め

に限って転学科を許可することがある。

２ 転学科に関する必要事項は，別に定める。

（退学）

第１４条 退学しようとする者は，保証人連署の上，理由を具して学長の許可を受けなければ

ならない。

（休学）

第１５条 疾病その他やむを得ない事情により３か月以上修学することのできない者は，学長

の許可を得て休学することができる。



２ 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については，学長は休学を命ずるこ

とができる。

（休学の期間）

第１６条 休学の期間は１年を超えることができない。ただし特別の事由があると学長が認め

た者には，その願い出により休学の期間の延長を許可することができる。

２ 休学の期間は通算して２年を超えることができない。

３ 休学の期間は第４条第２項の在学年限に算入しない。

（復学）

， 。第１７条 休学期間中にその理由が消滅した場合は 学長の許可を得て復学することができる

（留学）

第１８条 外国の大学又は短期大学等で学習することを志願する者は，学長の許可を得て留学

することができる。

２ 前項の許可を得て留学した期間は第２５条に定める期間に含めることができる。

（除籍）

第１９条 次の各号の一に該当する者は，教授会の議を経て学長が除籍する。

( ) 本学において，修学する意志がないと認められる者1
( ) 督促を受けた滞納学費を指定された期限までに納付しない者2
( ) 第４条第２項に定める在学年限を超えた者3
( ) 第１６条第２項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者4
( ) 長期にわたり行方不明の者5
( ) 第３９条に定める外国人留学生で 「留学」の在留資格を失った者6 ，

（ ) 死亡した者7

第５章 教育課程及び履修方法等

（教育課程及び授業科目）

第２０条 本学の教育課程は，秘書科は別表第１，幼児教育保育学科は別表第２のとおりとする。

２ 授業科目の履修方法等については，別に定める。

３ 第一項に定める授業科目区分の，履修要件単位を超えて履修する科目を，自由選択科目と

いう。

第２０条の２ 教育上有益と認めるときは，前条の別表に加えて，本学他学科の科目を自由選

択科目として履修することができる。

２ 他学科科目の履修方法等については，別に定める。

（単位の計算方法）

第２１条 各授業科目の単位数は，１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をも

って構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に

必要な学修等を考慮して，次の基準により計算するものとする。

( ) 講義については，１５時間の授業をもって１単位とする。ただし，別に定める授業科目1
については，３０時間の授業をもって１単位とする。

( ) 演習については，３０時間の授業をもって１単位とする。ただし，別に定める授業科目2
については，１５時間の授業をもって１単位とする。

( ) 実習及び実技については，４５時間の授業をもって１単位とする。ただし，別に定める3
授業科目については，３０時間又は４０時間の授業をもって１単位とする。

（単位の授与）

第２２条 授業科目を履修し，試験等により合格と評価された者には，所定の単位を与える。

２ 試験に関する必要事項は，別に定める。

（成績評価）

第２３条 授業科目の成績の評価は，Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｆの５段階とし，Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄを合



格とする。

２ 前項の規定にかかわらず，教授会が特に認める授業科目については，合格又は不合格をも

って評価することができる。

３ 第１項の成績評価に関する必要事項は，別に定める。

第６章 卒業等

（卒業の要件）

第２４条 本学を卒業するためには，学生は２年以上在学し，別に定めるところにより次の授業科目

を履修し，６２単位以上を修得しなければならない。

秘 書 科 幼児教育保育学科

（授業科目の区分） （単位） （授業科目の区分） （単位）

基礎教育科目 ５単位 基礎教育科目 ８単位

生涯学習基礎科目 ５単位 専門教育科目 ３２単位

専門教育科目 ４０単位 自由選択科目 ２２単位

自由選択科目 １２単位 計 ６２単位

計 ６２単位

（卒業）

第２５条 本学に２年以上在学し，本学則に定める授業科目及び単位数を修得した者について

は，教授会の議を経て，学長が卒業を認定する。

２ 学長は卒業を認定した者に対して卒業証書を授与する。

（学位）

第２６条 本学を卒業した者には，次のとおり短期大学士の学位を授与する。

秘書科 短期大学士（秘書）

幼児教育保育学科 短期大学士（保育学）

（教育職員免許状）

第２７条 幼児教育保育学科において，教育職員免許状を得ようとする者は，第２４条の規定

のほか，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び同法施行規則（昭和２９年文部

省令第２６号）に定める所定の単位を修得しなければならない。

２ 幼児教育保育学科において取得できる免許状の種類は，次のとおりとする。

幼児教育保育学科 幼稚園教諭二種免許状

（資格の取得）

第２８条 秘書科において，次の各号の資格を得ようとする者は，全国大学実務教育協会が各

々について定める科目を履修し，単位を修得しなければならない。

( ) 上級秘書士1
( ) 情報処理士2
( ) プレゼンテーション実務士3
( ) ビジネス実務士4
( ) 秘書士（メディカル秘書）5

， ， ，２ 幼児教育保育学科において 保育士資格証明書を取得しようとする者は 第２４条の規定のほか

児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）に定める所定の単位を修得しなければなら

ない。

３ 幼児教育保育学科において，社会福祉主事任用資格を得ようとする者は，社会福祉法（昭

和２６年法律第４５号）に定める所定の単位を修得しなければならない。

（他の短期大学又は大学等における授業科目の履修等）

第２９条 本学は，教育上有益と認めるときは，他の短期大学又は大学との協議に基づき学生

が当該短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を３０単位を超え



ない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２ 前項の規定は，学生が外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。ただし，この

場合，本学において修得したものとみなす単位は，１５単位を上限とする。

３ 前２項の実施に関する必要事項については，別に定める。

（短期大学又は大学以外の教育施設等における学修）

第３０条 本学は，教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻

科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を本学における授業科目の履修とみな

し単位を与えることができる。

２ 前項の規定により与えることができる単位数は，前条第１項及び第２項により本学におい

て修得したものとみなす単位数と合わせて３０単位を超えないものとする。

３ 前２項の実施に関する必要事項については，別に定める。

（入学前の既修得単位等の認定）

第３１条 本学は，教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学前に短期大学又は大学にお

いて履修した単位を，入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすこ

とができる。

２ 学生が入学する前に行った前条第１項に規定する学修を，本学における授業科目の履修と

みなし単位を与えることができる。

３ 前２項により修得したものとみなし又は与えることのできる単位数は，転入学等の場合を

除き，本学において修得した単位以外のものについては，第２９条第１項及び前条第１項に

より本学において修得したものとみなす単位数と合わせて３０単位を超えないものとする。

この場合において，第２９条第２項により本学において修得したものとみなす単位数と合わ

せるときは，４５単位を超えないものとする。

４ 前３項の実施に関する必要事項は，別に定める。

第７章 学費等について

（学費等）

第３２条 本学の入学検定料及び学費の額は別表第３のとおりとする。

２ 学費等の納入時期，納入方法等必要な事項は，別に定める。

第８章 教職員組織

（教職員組織）

第３３条 本学に学長，副学長，教授，准教授，講師，助教，助手，事務職員，司書その他必

要な教職員を置く。

第９章 教授会

（教授会）

第３４条 本学に重要な事項を審議するため教授会を置く。

（教授会の構成）

第３５条 教授会は学長，副学長及び教授をもって組織する。

２ 前項の規定にかかわらず，教授会が必要と認めた時は，教授会に准教授その他の教員を加

えることができる。

（その他）

第３６条 本章に定めるもののほか，教授会に関する必要事項は別に定める。

第１０章 科目等履修生，特別聴講学生，委託生及び外国人留学生

（科目等履修生）

第３７条 本学において特定の授業科目の履修を志願する者があるときは，これを科目等履修

生と呼び，教授会の議を経てこれを許可することができる。



２ 科目等履修生に関する必要事項は別に定める。

（特別聴講学生）

第３８条 他の短期大学又は大学の学生で，本学において授業科目を履修することを志願する

者があるときは，当該短期大学又は大学との協議に基づき，特別聴講学生として入学を許可

することができる。

２ 特別聴講学生に関する必要事項は，別に定める。

（委託生，外国人留学生）

第３９条 委託生として本学での学習を志願する者があるときは，教授会の議を経てこれを許

可することができる。

２ 外国人で短期大学等において教育を受ける目的をもって入国し，本学での学習を志願する

者があるときは，教授会の議を経て入学又は履修を許可することができる。

３ 委託生，外国人留学生について必要事項は別に定める。

第１１章 賞罰

（表彰）

第４０条 学生として表彰に値する行為があった者は，教授会の議を経て学長が表彰する。

（懲戒）

第４１条 本学の規則に反し，又は学生としての本分に反する行為をした者は，教授会の議を

経て，学長が懲戒する。

２ 前項の懲戒の種類は，退学，停学及び訓告とする。

３ 前項の退学は次の各号の一に該当する学生に対して行う。

( )性行不良で改善の見込みがないと認められる者1
( )学力劣等で成業の見込みがないと認められる者2
( )正当の理由がなくて出席常でない者3
( )本校の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者4

附 則

本学則は，１９７２（昭和４７）年４月１日より実施する。

（略）

附 則

１ この学則は，１９８６（昭和６１）年４月１日より施行する。

２ 第３条に規定する学生定員は，２０００（昭和７５）年度までの間は次のとおりとする。

年 １９８７年度

１９８６年度 （昭和６２年度) ２０００年度

学 度 (昭和６１年度) ～ (昭和７５年度)

１９９９年度

科 (昭和７４年度)

入学定員 総 定 員 入学定員 総 定 員 入学定員 総 定 員

英文科 ２８０ ４４０ ２８０ ５６０ １６０ ４４０

秘書科 ２１０ ３３０ ２１０ ４２０ １２０ ３３０

（略）

附 則

この学則は，１９９３（平成５）年４月１日より施行する。

附 則

この学則は，１９９４（平成６）年４月１日から施行する。ただし，１９９３（平成５）年



度以前の入学者については旧学則を適用する （１９９４（平成６）年４月１日改正）。

附 則

この学則は，１９９５（平成７）年４月１日から施行する。ただし，１９９４（平成６）年

度以前の入学者については旧学則を適用する （１９９５（平成７）年４月１日改正）。

附 則

１ この学則は，１９９６（平成８）年４月１日から施行する。ただし，１９９５（平成７）

年度以前の入学者については旧学則を適用する （１９９６（平成８）年４月１日改正）。

２ 前項の規定にかかわらず，改正後の第５条及び第６条の規定については，１９９６（平成

７）年度以前の入学者についても適用する。

附 則

１ この学則は，１９９７（平成９）年４月１日から施行する。ただし，１９９６（平成８）

年度以前の入学者については旧学則を適用する （１９９７（平成９）年４月１日改正）。

２ 第３条に規定する学生定員は，同条の規定にかかわらず１９９７（平成９）年度から２０

００（平成１２）年度までは次のとおりとする。

年 (平成 )年度1997 9
学 度 ～ (平成 )年度2000 12
科 (平成 )年度1999 11

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員

秘書科 ２１０ ４２０ １２０ ３３０

附 則

この学則は，１９９８（平成１０）年４月１日から施行する。ただし，１９９７（平成９）

年度以前の入学者については旧学則を適用する （１９９８（平成１０）年４月１日改正）。

附 則

， （ ） 。 ， （ ）この学則は １９９９ 平成１１ 年４月１日から施行する ただし １９９８ 平成１０

年度以前の入学者については旧学則を適用する （１９９９（平成１１）年４月１日改正）。

附 則

， （ ） 。 ， （ ）１ この学則は ２０００ 平成１２ 年４月１日から施行する ただし １９９９ 平成１１

年度以前の入学者については旧学則を適用する （２０００（平成１２）年４月１日改正）。

２ 第３条に規定する学生定員は，同条の規定にかかわらず２０００（平成１２）年度は次の

とおりとする。

年

学 度 (平成 年度)2000 12
科

入学定員 収容定員

秘書科 １６０ ３７０

附 則

， （ ） 。 ， （ ）この学則は ２００１ 平成１３ 年４月１日から施行する ただし ２０００ 平成１２

年度以前の入学者については旧学則を適用する （２００１（平成１３）年４月１日改正）。

附 則

， （ ） 。 ， （ ）１ この学則は ２００２ 平成１４ 年４月１日から施行する ただし ２００１ 平成１３

年度以前の入学者については旧学則を適用する。

２ ２００１(平成１３)年度以前の入学者については，教授会が履修を認める必要があると判



断するときは，教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

附 則

， （ ） 。 ， （ ）１ この学則は ２００３ 平成１５ 年４月１日から施行する ただし ２００２ 平成１４

年度以前の入学者については旧学則を適用する。

２ ２００２(平成１４)年度以前の入学者については，教授会が履修を認める必要があると判

断するときは，教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

附 則

， （ ） 。 ， （ ）１ この学則は ２００４ 平成１６ 年４月１日から施行する ただし ２００３ 平成１５

年度以前の入学者については旧学則を適用する。

２ ２００３(平成１５)年度以前の入学者については，教授会が履修を認める必要があると判

断するときは，教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

附 則

， （ ） 。 ， （ ）１ この学則は ２００５ 平成１７ 年４月１日から施行する ただし ２００４ 平成１６

年度以前の入学者については旧学則を適用する。

２ ２００４(平成１６)年度以前の入学者については，教授会が履修を認める必要があると判

断するときは，教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

附 則

， （ ） 。 ， （ ）１ この学則は ２００６ 平成１８ 年４月１日から施行する ただし ２００５ 平成１７

年度以前の入学者については旧学則を適用する。

２ ２００５(平成１７)年度以前の入学者については，教授会が履修を認める必要があると判

断するときは，教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

３ 第３条に規定する学生定員は，同条の規定にかかわらず２００６（平成１８）年度は次の

とおりとする。

年

学 度 (平成 )年度2006 18
科

入学定員 収容定員

秘書科 １４０ ３００

幼児教育保育学科 ５０ ５０

附 則

この学則は，２００６（平成１８）年４月１日から施行する。ただし，第２６条の短期大学

士（秘書）については同年３月１日から施行する。

附 則

この学則は，２００７（平成１９）年４月１日から施行する。

附 則

， （ ） 。 ， （ ）１ この学則は ２００７ 平成１９ 年４月１日から施行する ただし ２００６ 平成１８

年度以前の入学者については旧学則を適用する。

２ ２００６(平成１８)年度以前の入学者については，教授会が履修を認める必要があると判

断するときは，教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

附 則

， （ ） 。 ， （ ）１ この学則は ２００８ 平成２０ 年４月１日から施行する ただし ２００７ 平成１９

年度以前の入学者については旧学則を適用する。

２ ２００７(平成１９)年度以前の入学者については，教授会が履修を認める必要があると判

断するときは，教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。



附 則

１ この学則は，２００８（平成２０）年４月１日から施行する。ただし，２００７（平成１

９）年度以前の入学者については旧学則を適用する。

２ ２００７(平成１９)年度以前の入学者については，教授会が履修を認める必要があると判

断するときは，教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

附 則

， （ ） 。 ， （ ）１ この学則は ２００９ 平成２１ 年４月１日から施行する ただし ２００８ 平成２０

年度以前の入学者については旧学則を適用する。

２ ２００８(平成２０)年度以前の入学者については，教授会が履修を認める必要があると判

断するときは，教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

附 則

１ この学則は，２０１０（平成２２）年４月１日から施行する。ただし，第３３条及び第３

５条を除き，２００９（平成２１）年度以前の入学者については旧学則を適用する。

２ ２００９(平成２１)年度以前の入学者については，教授会が履修を認める必要があると判

断するときは，教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

附 則

， （ ） 。 ， （ ）１ この学則は ２０１１ 平成２３ 年４月１日から施行する ただし ２０１０ 平成２２

年度以前の入学者については旧学則を適用する。

２ 第３条に規定する学生定員は，同条の規定にかかわらず２０１１（平成２３）年度は次の

とおりとする。

年

学 度 (平成 )年度2011 23
科

入学定員 収容定員

秘書科 １２０ ２６０

幼児教育保育学科 ７０ １２０

附 則

， （ ） 。 ， （ ）１ この学則は ２０１１ 平成２３ 年４月１日から施行する ただし ２０１０ 平成２２

年度以前の入学者については旧学則を適用する。

２ ２０１０(平成２２)年度以前の入学者については，教授会が履修を認める必要があると判

断するときは，教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

附 則

， （ ） 。 ， （ ）１ この学則は ２０１２ 平成２４ 年４月１日から施行する ただし ２０１１ 平成２３

年度以前の入学者については旧学則を適用する。

２ ２０１１(平成２３)年度以前の入学者については，教授会が履修を認める必要があると判

断するときは，教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。



別表第１

１ 基礎教育科目（５単位以上）

授業 単位数
授 業 科 目 配当年次 備 考

形態 必修 選択

基礎ゼミナール 演習 １ １

キャリアゼミナール 演習 １ １

日本語表現演習 演習 １ １

情報処理演習１ 演習 １ １

情報処理演習２ 演習 １ １

ワープロ演習 演習 １ １

２ 生涯学習基礎科目（５単位以上）

授業 単位数
授 業 科 目 配当年次 備 考

形態 必修 選択

キリスト教人間学 講義 ２ １

気象と生活 講義 ２ ２

労働と経済 講義 ２ １・２

ジェンダー論 講義 ２ ２

音楽 講義 ２ ２

日本の文学 講義 ２ ２

現代の倫理 講義 ２ ２

堺の文化 講義 ２ １・２

社会学 講義 ２ ２

キリスト教と文化 講義 ２ ２

ジャーナリズム論 講義 ２ ２

薬と医療 講義 ２ ２

スポーツ実技 実技 １ １・２

３ 専門教育科目（４０単位以上）

授業 単位数
授 業 科 目 配当年次 備 考

形態 必修 選択

必修科目（２１単位）

秘書学概論１ 講義 ２ １

秘書学概論２ 講義 ２ １

秘書実務１ 演習 １ １

秘書実務２ 演習 １ １

秘書実務演習１ 演習 １ ２

秘書実務演習２ 演習 １ ２

文書実務１ 演習 １ １

文書実務２ 演習 １ ２

英語１ 演習 １ １

英語２ 演習 １ １

Ａ 演習 １ １Living English
日本語表現法 講義 ２ １

情報処理概論 講義 ２ １

人間関係論 講義 ２ １

企業と経営 講義 ２ １

選択必修科目（１単位以上）

卒業研究 演習 ３ ２

卒業演習 演習 １ ２



授業 単位数
授 業 科 目 配当年次 備 考

形態 必修 選択

コース別科目（各コース８単位以上）

コンピュータ総合 講義 ２ ２

情報表現演習 演習 ２ ２

情報処理特講 講義 ２ １

コンピュータ活用演習 演習 ２ １A
コンピュータ活用演習 演習 １ ２B
インターネットと社会 講義 ２ １・２

コンピュータ指導技術 演習 ２ ２

演習 ２ ２情報機器利用ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ演習

プレゼンテーション概論 講義 ２ １

プレゼンテーション演習Ａ 演習 ２ １

プレゼンテーション演習Ｂ 演習 ２ ２

情報機器利用ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ演習 演習 ２ ２

色彩学 講義 ２ １

販売論 講義 ２ １

マーケティング 講義 ２ ２

ビジネス実務総論 講義 ２ １

ビジネス実務演習 演習 ２ ２

簿記実務 講義 ２ １

簿記会計学中級 講義 ２ １・２

簿記会計学上級 講義 ２ １・２

産業論 講義 ２ ２

税法 講義 ２ ２

コース共通科目（８単位以上）

簿記会計学初級 講義 ２ １

社会心理学 講義 ２ １・２

実務法規 講義 ２ ２

中国語１ 演習 １ １

中国語２ 演習 １ １

現代企業研究 講義 ２ １・２

情報と文化 講義 ２ ２

国際理解 講義 ２ １・２

情報メディア論 講義 ２ ２

インターンシップ 実習 ２ １・２

海外研修 実習 ２ １・２

キャリア形成講座Ａ 演習 １ １・２

キャリア形成講座Ｂ 演習 １ １・２

Ｂ 演習 １ １Living English
演習 １ １・２Speaking Practice
演習 １ １・２CALL English
演習 １ ２Office English
演習 １ ２Business English

英語コミュニケーション科目
入門 演習 １ １・２TOEIC

実用英語 演習 １ １・２

英書講読 演習 １ １・２

演習 １ ２Travel English
講義 ２ ２English & Culture
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授業 単位数
授 業 科 目 配当年次 備 考

形態 必修 選択

観光ビジネス論 講義 ２ １・２

旅行実務と法律 講義 ２ １・２

観光と地理 講義 ２ １・２

観光実務演習Ａ 演習 １ ２
ホテル・エアライン関係科目

観光実務演習Ｂ 演習 １ ２

エアライン・サービス論 講義 ２ １・２

観光英語 演習 １ １・２

メディカル秘書概論 講義 ２ ２

メディカル秘書科目メディカル秘書実務 演習 ２ ２

診療報酬請求事務 講義 ２ ２

別表第２

１ 基礎教育科目（８単位以上）

授業 単位数
授 業 科 目 配当年次 備 考

形態 必修 選択

基礎ゼミナール 演習 １ １

キリスト教人間学 講義 ２ １

日本語表現演習 演習 １ １

情報処理演習 演習 １ １

人間関係演習 演習 １ １

英語１ 演習 １ １

英語２ 演習 １ １

中国語１ 演習 １ １

中国語２ 演習 １ １

健康学 講義 １ １

スポーツ実技 実技 １ １

日本国憲法 講義 ２ ２

気象と生活 講義 ２ ２

ジェンダー論 講義 ２ ２

日本の文学 講義 ２ ２

現代の倫理 講義 ２ ２

堺の文化 講義 ２ ２

社会学 講義 ２ ２

ジャーナリズム論 講義 ２ ２

異文化間教育論 講義 ２ ２

道徳教育の研究 講義 ２ ２

海外研修 実習 ２ １・２



２ 専門教育科目（３２単位以上）

授業 単位数
授 業 科 目 配当年次 備 考

形態 必修 選択

保育原理 講義 ２ ２

教育原理 講義 ２ １

児童家庭福祉 講義 ２ ２

社会福祉 講義 ２ １

相談援助 演習 １ １

社会的養護 講義 ２ １

教職論 講義 ２ ２

教育心理学 講義 ２ ２

発達心理学 演習 １ １

子どもの保健１ 講義 ２ １

子どもの保健２ 講義 ２ １

子どもの保健３ 演習 １ ２

子どもの食と栄養 演習 ２ ２

家庭支援論 講義 ２ ２

教育課程総論 講義 ２ ２

保育内容総論 演習 １ １

健康指導法 演習 １ １

人間関係指導法 演習 １ １

環境指導法 演習 １ １

言語指導法 演習 １ １

表現指導法 演習 １ １

乳児保育 演習 ２ １

障がい児保育 演習 ２ ２

社会的養護内容 演習 １ １

保育相談支援 演習 １ ２

音楽表現１ 演習 １ １

身体表現 演習 １ １

造形表現 演習 １ １

言語表現 演習 １ ２

保育実習１ 実習 ４ １

保育実習指導１ 演習 ２ １

保育・教職実践演習（幼稚園） 演習 ２ ２

保育指導論 講義 ２ ２

キリスト教保育 講義 ２ １

乳児保育２ 演習 ２ ２

器楽Ａ 演習 １ １

器楽Ｂ 演習 １ １

器楽Ｃ 演習 １ １・２

器楽Ｄ 演習 １ １・２

音楽表現２ 演習 １ １

ダンス 演習 １ ２

ミュージカル 演習 １ ２

生活園芸１ 演習 １ １

生活園芸２ 演習 １ １

園芸と人間形成 講義 ２ １

保育実習２ 実習 ２ ２

保育実習指導２ 演習 １ ２

保育実習３ 実習 ２ ２

保育実習指導３ 演習 １ ２

基礎情報学 講義 ２ １

国語 講義 ２ ２

生活 講義 ２ ２

教育社会論 講義 ２ ２

教育方法の理論と実践 演習 ２ ２

教育相談 講義 ２ ２

教育実習 実習 ５ ２



別表第３

入学検定料及び学費

入学検定料 ３０，０００円

＊但し，センター試験利用選考 １０，０００円

入学金 ２５０，０００円

授業料 ７８０，０００円

施設設備費 ２００，０００円

教育充実費 ２００，０００円


